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 事業者指導課（訪問居宅事業者係）からのお知らせ 

 

 
１ 令和３年度介護報酬改定について 

 

 ○ 今回の介護報酬改定（令和３年４月１日改正施行）では、感染症や災害が発生した場合を含めて、

利用者に必要な質の高いサービスが安定的・継続的に提供される体制の構築を図るため、各基準や

報酬の見直しが行われました。 

 

 

 ○ 本資料に厚生労働省の公開資料から、居宅介護支援および介護予防支援に関係するページを抜粋

して掲載しています。必ずご確認いただくようお願いします。 

  ※ 資料中、「２（６）①質の高いケアマネジメントの推進（特定事業所加算の見直し等）②」に

ついては、（特定事業所加算の見直し等）という表記にはなっていますが、特定事業所加算の算

定の有無に関わらず、すべての事業所が対象になります。 

 

    運営基準減算に関係しています。 

    以下に、平成３０年度改定で加わった事項と併せて、新留意事項通知から該当部分を抜粋した

ので、ご確認ください。（下線部分が令和３年度改正で加わった事項） 

 

    ⑴ 指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらかじめ利用者に対して、 

・ 利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること 

・ 利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を

求めることができること 

・ 前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数の

うちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下⑴において「訪

問介護等」という。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合及

び前６月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置

付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域

密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合 

について文書を交付して説明を行っていない場合には、契約月から当該状態が解消され

るに至った月の前月まで減算する。 

 

 
 

 ○令和３年度介護報酬改定に対応した居宅サービス計画の変更について 

   令和３年度介護報酬改定により、各サービスの基本単位や各種の加算・減算の見直し等が行われ

ます。 

これに対応した居宅サービス計画の変更については、以下を参考にして、居宅サービス計画の作

成の一連の手続きが必要か否かの判断をしてください。 

 

 ① 居宅サービス計画そのものに変更がある場合 

アセスメントとケアマネジメントに基づき、利用者のニーズに応じたサービスを提供するため

に変更する場合は、居宅サービス計画の変更に伴い、基準条例第 16 条第３号から第 11 号まで

に規定された居宅サービス計画作成に当たっての一連の業務を行うことが必要です。 

    本来はサービス提供前に一連の業務を行うべきですが、介護報酬改定に対応した居宅サービス

計画の変更については、制度改正に関する国からの情報が遅れたこともあり、サービス提供前に

一連の業務を行うことが間に合わない場合は、事後的になるべく速やかに行っていただくよう、

お願いします。 
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② サービス利用票（第６表）及びサービス利用票別表（第７表）のみを変更する場合 

利用者の解決すべき課題や目標に変化がなく、現在進行中の居宅サービス計画に位置付けた目

標、期間、サービス内容を変更する必要がないが、利用中のサービス事業所が新設された体制加

算を算定する場合や、現在算定している基本報酬等の増減がある場合であって、既に４月分サー

ビス利用票（第６表）及びサービス利用票別表（第７表）を交付している場合は、６表及び７表

を再作成して交付する必要があります。 

    この場合も、サービス事業所で利用者に対し重要事項説明書により説明をし、同意を得る必要

があります。 

   ※ 新設された体制加算の算定に伴い、サービスの開始、廃止、サービス提供時間数の変更な

どサービス内容に変更が生じる場合は①の例に該当するので、一連の業務が必要となります。 

 

 
２ 管理者要件について 

  令和３年３月３１日までの経過措置期間終了に伴い、令和３年４月１日から管理者の要件が主任介

護支援専門員であることとなります。 

ただし、令和３年３月３１日時点で主任介護支援専門員でない介護支援専門員であった事業所は、

その管理者が管理者である限り令和９年３月３１日まで猶予されます。 

なお、以下の場合は、管理者を介護支援専門員とする取扱いが可能です。 

 

○不測の事態により主任介護支援専門員を管理者とできなくなった場合。この場合、主任介護支援

専門員を管理者とできなくなった理由と「管理者確保のための計画書」の提出が必要になります。 

○特別地域居宅介護支援加算又は中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる場合。 

 

 

３ 各種書類等の提出期限について 

 

（１）令和３年度の特定事業所集中減算に係る届出書  

   ①前期  令和３年９月１５日（水） 

   ②後期  令和４年３月１５日（火） 

 

（２）令和３年４月１日適用開始の体制届         ･････ 令和３年４月１５日（木） 

※令和３年度介護報酬改定による特例。通常は前月１５日締切。 

  ①令和３年４月に算定を開始する場合 

→提出期限は令和３年４月１５日（木） 

    ②令和３年５月以降に算定を開始する場合 

 →提出期限は算定開始月の前月１５日 ※通常どおり 

 

※添付書類の様式等が決まりましたら、岡山市事業者指導課ホームページ等でお知らせします。 

 

 

 

（参考）基準省令の解釈通知 第２の３(7) 

 なお、利用者の課題分析（第６号）から居宅サービス計画の利用者への交付（第 11 号）

に掲げる一連の業務については、基準第１条に掲げる基本方針を達成するために必要とな

る業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものである

が、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とす

るものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあって

も、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に

基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。 
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４ 自己点検シートの活用について 

  事業者が運営状況を確認し、法令順守を行うため、自己点検シートによる定期的（１年に１回以上）

な自己点検をお願いします。 

  様式は各サービス種別毎に掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。 

 

 

５ 各種様式及び資料の掲載場所について 

  各種様式及び資料については、下記の岡山市事業者指導課ホームページに掲載しています。ご利用

の際は、最新版（制度改正を反映した改訂版）をご確認いただき、必要に応じてダウンロードしてく

ださい。 

  https://www.city.okayama.jp/soshiki/16-3-1-0-0_9.html 

 検索ワード 「岡山市 事業者指導課 介護保険事業所 トップページ」 

 

 

６ 疑義照会（質問）について 

今回の集団指導に係る内容も含めて、疑義照会・質問等については、原則として「質問票」へ記入

し、事業者指導課へＥメール又はFAXにより行ってください。 

様式はホームページに掲載しておりますので、ダウンロードしてお使いください。
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 主な関係法令 

 
 ・介護保険法（平成9年法律第123号） 

  ・介護保険法施行令（平成10年政令第412号） 

  ・介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号） 

 

【居宅介護支援】 

国の基準省令 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第38号） 

⇒平成２６年度から 

 ・岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例 

（平成26年市条例第31号） 

 ・岡山市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例施行規則 

（平成26年市規則第44号） 

 

国の基準省令の解釈通知 

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について（平成11年老企第22号） 

⇒平成２６年度から 

 ・介護保険法に基づき条例で規定された指定居宅介護支援等の基準等について 

（平成26年岡事指第１５６２－１号） 

 

報酬告示他 

・指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第20号） 

 ・指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養

管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定

に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年老企第36号） 

・介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について（平成11年老企第29

号） 

  ・退院・退所加算に係る様式例（平成21年老振発第0313001号） 

 

【介護予防支援】 

国の基準省令 

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成18年厚生省令第37号） 

⇒平成２６年度から 

 ・岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例（平成26年市条例第32号） 

 ・岡山市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例施行規則（平成26年岡山市規則第45

号） 

 

 国の基準省令の解釈通知 

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準について（平成 18 年老振発第 0331003 号） 

⇒平成２６年度から 
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・介護保険法に基づき条例で規定された指定介護予防支援等の基準等について 

（平成26年岡事指第１５６２－２号） 

 

【介護予防ケアマネジメント】 

 ・岡山市介護予防ケアマネジメント実施規則(平成29年市規則第16号) 

 

報酬告示他 

・指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚労省告示第129

号） 

 ・指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意

事項について（平成18年老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第03

17001号：別紙１） 

 

※国の法令･通知等は、次の文献、ホームページ等でご確認ください。 

 

 文献： 介護報酬の解釈 １単位数表編（発行：社会保険研究所）･･･青本 （令和元年10月版） 

     介護報酬の解釈 ２指定基準編（発行：社会保険研究所）･･･赤本 （平成30年4月版） 

介護報酬の解釈 ３ＱＡ・法令編（発行：社会保険研究所）･･･緑本（平成30年4月版） 

     

 

 ホームページ： 

  

・厚生労働省 介護報酬改定に関する告示、通知、Ｑ＆Ａ 

   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_k

oureisha/housyu/index.htmll 

 

・ＷＡＭ ＮＥＴ（福祉医療機構が運営する福祉・保健・医療の総合情報サイト） 

   https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/ 

 

・岡山市事業者指導課  トップページ 

https://www.city.okayama.jp/soshiki/16-3-1-0-0_9.html 
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